
女性活躍推進法に基づき、特定事業主行動計画の中の「女性の職業選択に資するもの」

を公表します。 

『恵庭市特定事業主行動計画』に基づく取組み概要と、数値目標の実績について掲載し

ます。 

１．恵庭市特定事業主行動計画に基づく取組みの概要 

『取組み１』子育てや介護に関する休暇・休業制度などの利用促進 

・特定事業主行動計画通信で子育てや介護に関する休暇について発信します。 

・新任管理職研修に特定事業主行動計画の内容を盛り込んで実施します。 

・休業期間や職場の状況に応じた代替職員、任期付職員を配置します。 

『取組み２』妊娠中及び出産後における職場環境への配慮 

・ハラスメント防止方針について継続して周知を図ります。 

『取組み３』子どもの出生時における積極的な子育てを支援 

・特定事業主行動計画の取り組みや数値目標達成状況を職員に周知します。 

・リーフレットを活用し、子どもが出生する（した）男性職員本人と所属長に、育児休 

業や子どもの出生時における休暇の取得について個別案内します。 

『取組み４』女性職員の活躍の推進 

・職員採用試験・採用者の女性割合を市ホームページに掲載します。 

・女性職員の活躍推進を目的に、キャリアデザイン形成研修、女性職員リーダー研修会 

を実施します。 

・職員が活躍するための職場改善の取り組みを行います。 

『取組み５』子育てや介護がしやすい職場環境づくり 

・長時間労働削減、ワークライフバランス推進に向けたマネジメント研修を実施します。 

・ゴールデンウイークや祝日に合わせた休暇の取得（プラスワン休暇）の周知を図りま 

す。 



２．数値目標の実績 

【育児休業取得率】 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

男性職員 ２８．６％ ２５．０％ ２６．７％ 

一般行政職 ３７．５％ ４０．０％ ４４．４％ 

消防職 ０．０％ ０．０％ ０．０％ 

女性職員 １００％ １００％ １００％ 

一般行政職 １００％ １００％ １００％ 

消防職 - - - 

【男性職員の子ども出生時における休暇取得率】※

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

男性職員 ９．５％ ３７．５％ ３３．３％ 

一般行政職 １２．５％ ４０．０％ ４４．４％ 

消防職 ０．０％ ３３．３％ １６．７％ 

※配偶者出産休暇（３日）＋育児参加休暇（５日）＝８日のうち合計取得５日以上の取得者 

【女性管理職の登用率】                        

平成３０年 平成３１年 令和２年 

全職員 ９．1％ ９．４％ ８．７％ 

※各年度４月１日現在の数値 

【年次有給休暇取得日数】                       

平成２９年 平成３０年 令和元年 

全職員 ９．０５日 ９．７４日 １０．７７日 

※各年１月～１２月集計 

【数値目標１】（達成年度：平成３７年度） 

＊ 男性職員の育児休業取得率・・・ １０％以上 

    女性職員の育児休業取得率・・・ １００％ 

＊ 男性職員の子ども出生時における休暇取得率・・・５日以上の休暇 １００％ 

【数値目標２】（達成年度：平成３７年度） 

＊ 女性管理職の登用率・・・ ２２％以上 

【数値目標３】（達成年度：平成３７年度） 

＊ 年次有給休暇取得日数・・・ 年１２日以上 


